
山都町地域公共交通会議資料
----------議事事項----------

（１）デマンド型乗合タクシーの本格運行に伴う許可申請について

令和7年11月21日
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デマンド型乗合タクシーの概要
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令和７年度デマンド型乗合タクシー実証運行の申請について

・利用者も増加傾向にあり、徐々に町民にも浸透してきたことが伺える。
・町民（特に交通弱者）にとっても必要不可欠な交通モードとなってきている。

令和７年度も引き続き、道路運送法第２１条に基づく実証運行を実施する。

令和７年度中に本格運行（道路運送法第４条に基づく乗合運行）の準備を
行い、令和８年度からの本格運行を目指す。

※R6年度第2回山都町地域公共交通会議資料抜粋（R7.1.28）
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一般乗合旅客自動車運送事業経営許可申請について

デマンド型乗合タクシーの運行概要

内容項目

山都町運行主体

町内タクシー事業者４社
（第一、まるは、清和、南阿蘇観光）

運行事業者

矢部・清和・蘇陽の旧町村域を区域として、原則区域内の運行
清和発着の場合のみ浜町エリア・馬見原エリアで乗降可能
（高森町は蘇陽区域に含む）

運行エリア

エリア内自由乗降
（高森町内は指定乗降場所（高森駅、観光交流センター、フレイン）のみ）

乗降可能箇所

㈱電脳交通のデマンド交通システム運行システム

電脳交通のコールセンターにて実施
（徳島県徳島市）

予約受付

3



一般乗合旅客自動車運送事業経営許可申請について

内容項目

各事業者のタクシー車両を活用運行車両

平日のみ
（土日祝日、年末年始（12/29～1/3）運休）

運行日

9：00～17：00までの間で4便（2往復）運行運行時間・便数

電話及びWEB予約方法

コールセンター 9：00～16：00
WEB 24時間

予約受付時間

各便の１時間前
（9：00便は前運行日の16：00締切）

予約締切

町民・来訪者（利用制限なし）利用対象者

一人１回 500円
小学生・障害者手帳等保持者・障害者手帳等保持者の介助者（1人まで）半額
未就学児無料

運賃

現金・免許返納時のタクシーチケット支払い方法

デマンド型乗合タクシーの運行概要
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一般乗合旅客自動車運送事業経営許可申請について

時刻表

地区中心着各集落発

10:00頃9:00-9:55行き1便

14:30頃13:30-14:25行き2便

行き 帰り

各集落着地区中心発

12:35-13:30頃12:30帰り1便

16:05-17:00頃16:00帰り2便

車両台数及び予約上限人数

予約上限人数台数区域

１８名
全便６台体制
（第一３台 まるは３台）

矢部区域

８名全便２台体制清和区域

８名
9：00便のみ３台体制
その他の便は２台体制

蘇陽区域
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